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  規   則   

規 則 第  ５４  号   

令和 ４ 年１１月 ２ 日   

 

熊本市会計規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長職務代理者熊本市副市長  深 水 政 彦   

 

   熊本市会計規則の一部を改正する規則 

 

熊本市会計規則（昭和３９年規則第２９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１５条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、同条

第５項の次に次の１項を加える。 

６ 令第１５６条第１項第１号に規定する市長が定める区域は、全国の区域とする。 

 第７９条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とする。 

 

附 則 

 この規則は、令和４年１１月４日から施行する。 
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  告   示   

 

告 示 第 ７ ３ ０ 号   

令和４年１０月２１日   

 

熊本市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年熊本市条例第１号）

第６条の規定に基づき、令和３年度（２０２１年度）人事行政の運営等の状況につい

て、次のとおり公表する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   
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職種 採用者数 退職者数

事務 88 102

事務（法務） 1 2

事務（国際） 0 2

社会福祉職 4 2

心理相談員 2 0

保育士 15 6

土木 18 26

建築 2 11

機械 6 8

電気 10 2

化学 1 3

農業 2 0

農芸化学 0 1

造園 0 1

医師 20 17

獣医師 2 2

薬剤師 2 2

管理栄養士 1 0

給食栄養士 4 0

診療放射線技師 2 1

臨床検査技師 0 5

歯科衛生士 1 1

理学療法士 2 0

作業療法士 1 1

保健師 9 7

助産師 2 1

看護師 41 23

公用車運転手 0 1

作業車運転手 0 15

給食調理作業員 0 11

用務員 0 13

業務 0 8

守衛 0 1

監督 8 6

技工 1 1

指導主事 2 3

社会教育主事 0 1

文化財専門職 1 2

消防職 11 22

計 259 310

１　職員の任免及び職員数に関する状況

　(1) 職員の採用及び退職状況（令和３年度）

（単位：人）
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令２ 令３

議会 27 27 0

総務 766 733 ▲ 33 震災復興関連業務の縮小等

税務 212 214 2

労働 3 3 0

農水 174 176 2

商工 190 192 2

土木 695 659 ▲ 36 震災復興関連業務の縮小等

小計 2,067 2,004 ▲ 63

民生 823 829 6

衛生 644 684 40 新型コロナウイルス感染症対応

小計 1,467 1,513 46

3,534 3,517 ▲ 17

教育 4,189 4,611 422 臨時採用職員の追加

警察 0

消防 807 801 ▲ 6 退職不補充

小計 4,996 5,412 416

病院 717 717 0

水道 205 204 ▲ 1

下水道 161 159 ▲ 2

交通 79 77 ▲ 2

その他 172 166 ▲ 6 一般会計への移行

小計 1,334 1,323 ▲ 11

9,864 10,252 388

　地方公務員法第２３条の２の規定に基づき、次の２つの方法により実施

業績評価 毎年２月１日を基準に部下が年度当初に設定した目標について職場の上司が達成度を評価

概要

毎年１０月１日を基準に上司が部下の能力・態度・実績について評価能力評価

部門
職員数(人) 増減数

(人)
主な増減理由

公
営
企
業
等

　(2) 部門別職員数

２　職員の人事評価の状況

総合計

※各年度４月１日現在の職員数

※職員数は非常勤職員を除く

福
祉
関
係
を
除
く

一
　
般
　
行
　
政

福
祉

関
係

一般行政計

特
別
行
政
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３　職員の給与の状況

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
      ２　職員数は、令和３年４月１日現在の人数です。
　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、
　　　　　職員数には当該職員を含んでいません。

（3） ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

給　 料 期末・勤勉手当 給与費 B/A

千円

（参考）一人当たり

人　

　　　２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域
　　　　　における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。
　　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）/（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

37,448,821 6,231,0148,929

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

職員手当

区　分

実 質 収 支 人 件 費

　　　　　千円

　　計　　Ｂ

85,846,550

（注）人口は令和４年３月３１日の人口です。人件費には、市長、副市長、市議会議員その他特別職に支給する給料、
　　　報酬などを含みます。

729,934

　　　　　　％

19.0

R3年度

6,672,608

　　　　　千円 　　　　　　　　　　　％　　　　　　　千円

職員数

　　　　　　Ｂ

20.4

R3年度 人

14,107,314

千円千円

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を
　　　　 用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した
         指数です。

57,787,149

420,269,419

千円 　　　　　千円

　　　　　Ａ

区　分 歳 出 総 額

　　　　　　Ａ

人 件 費 率

令和2年度の人件費率

住民基本台帳人口

（令和3年度末 ）

（参考）

Ｂ／Ａ

※　令和３年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、③100を
超えている場合について、その理由及び改善の見込み

6,472

　　　３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

H30.4.1

100.5

(100.5)
H30.4.1

100.3 
H30.4.1

99.1 

Ｈ31.4.1

100.1

(100.1)
H31.4.1

99.9 H31.4.1

98.9 

R2.4.1

100.1

(100.1)

R2.4.1

99.9 R2.4.1

98.9 

R3.4.1

100.0

(100.0)
R3.4.1

99.7 R3.4.1

98.8 

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

熊本市 類似団体平均 全国市平均
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（4）給与改定の状況

①月例給

　　　　　　　

円 円 円

％

②特別給（期末・勤勉手当）

　　　　　　　

　(5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

　　　　①給料表の見直し

[ 　　　　　]]

　　　　②地域手当の見直し

0%

0%

　　　　③その他の見直し内容

0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

平成29年度
の支給割合

平成30年度
の支給割合

令和元年度
の支給割合

令和2年度
の支給割合4月1日

時点
遡及 改定後

熊本市の支給割合

4.30

平成28年度
の支給割合

月

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由））

【給料表の改定実施時期】平成28年4月1日
【内容】一般行政職の給料表については、国の見直し内容を踏まえ、平均2％（最大4.6％）引下げ。
　　　　 激変緩和のため、3年間の経過措置（現給保障）を実施。
　　　　 他の給料表については、一般行政職との均衡を踏まえて見直しを実施。
　　　　（ただし医療職員は国、教育職員は県に準拠）

未実施

月

実施内容（国基準における場合の支給割合及び本市の支給割合）

4.45

平成26年度
の支給割合

平成27年度
の支給割合

A-B

△ 0.15△ 0.14

公務員の

支給月数　　　B

区　分

割合　　　　　A

民間の支給 勧　告

4.31

実施

国基準による支給割合

％

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り
組むとされています。

4.45

較差

月

支　給　月　数

月 月

改定なし

（注）　「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラス
   　　　パイレス比較した平均給与月額です。

352,330

人事委員会の勧告

・55歳昇給停止（２年間の経過措置有）
・昇格対応表見直し（昇格時給料抑制）
・地域手当引上げ（国準拠）（東京事務所等職員及び医療職員）
・退職手当支給水準調整（国準拠）
・管理職手当引上げ(平成31年3月31日まで3％減額）
・期末勤勉手当の管理職加算新設（5年間の経過措置有）
・単身赴任手当引上げ（国準拠）
・人事評価結果の給与への反映
・月額特殊勤務手当の日額化

（参考）

国　の　改　定　率公務員給与

％

給　与　改　定　率勧　告

（改定率）

人事委員会の勧告

民間給与

（注）　「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の
　　　　支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。

較差

月

（参考）

A A-BB

％

国　の　年　間

改定なし 改定なし

区　分

352,364

R3年度

年間支給月数

（改定月数）

△0.01

R3年度

△34

令和3年度
の支給割合
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  (6) 特記事項

 (7) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和３年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

※国ベースの平均給与月額は、平均給料に基本となる手当を加算したものであり、時間外勤務手当等、毎月変動する手当を除いたものです。

　　　　②技能労務職

歳 408 人 円 円 円

歳 144 人 円 円 円

歳 71 人 円 円 円

歳 14 人 円 円 円

歳 66 人 円 円 円

歳 35 人 円 円 円

歳 78 人 円 円 円

歳 209 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

46.6 歳 円

46.6 歳 円

56.0 歳 円

50.3 歳 円

56.7 歳 円

-

368,165

平均給与月額

50.9

216,200

53.6

331,261

（B)

2,201

54.6

357,800

366,700

熊本県

国 43.0

類似団体

368,900

52.5

376,287364,900

386,828

405,847

400,963

公　務　員

325,827

熊本市

53.4

319,200

328,603

344,556

-

314,854

364,353

286,947

平均給与月額

364,200

区　　分 平均年齢 平均給料月額

（A)

409,412

383,083

369,642

378,973

（国比較ベース）

用務員 53.8 385,127 380,400

431,526

375,317

472,057

364,600

類似団体

学校給食員

53.3

国

熊本市

守衛

399,771

974

民　間

清掃職員

54.3

51.1

自動車運転手 367,800

学校給食員

187,900

区　　分

守衛

その他

熊本県

348,351

351,947

―

321,700

職員数 平均給与月額

43.2

41.9

325,956

平 均 年 齢

（国比較ベース）

平均給料月額 平均給与月額

41.8

その他

54.6

407,153

379,190435,265

区　　分

用務員

自動車運転手

-

2.18

2.13

210,900

清掃職員

381,146

1.64235,200

304,600

Ａ/Ｂ
平均給与月額

1.78

参考

413,259

394,657

1.42

警備員

飲食物調理従事者

他に分類されない運搬・清

掃・包装等従事者

乗用自動車運転者

（タクシー運転者を除く）

- -

対応する民間 平均年齢

の類似職種

廃棄物処理業
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円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

※

※

※

※

　　　③教育職（高等（特殊・専修・各種）学校教育職）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　　　④教育職（小・中学校（幼稚園）教育職）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　　　⑤教育職（その他の教育職）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和３年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 

　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお

　　　　いて明らかにされているものです。　

 (8) 職員の初任給の状況（令和３年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

430,285

－

熊　本　市

－

国

150,600

大　学　卒

-

区　　分

200,500

155,300

高　校　卒

-

区　　分

一般行政職

-

210,800

-

守衛 2,922,900

民間
（Ｄ）

熊本市

区　　分 年収ベース（試算値）の比較

6,242,504学校給食員

45.5

熊本県

公務員
（Ｃ）

熊本県

-

2,918,100

Ｃ/Ｄ

-

清掃職員 1.6

2.1

2.9

年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給さ
れた期末勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

平均給料月額

参考

6,707,208

6,983,212

393,600

2,320,400

用務員

自動車運転手

熊本市 45.6 366,500

熊本県

民間従業員のデータは、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」を基に総務省が調整し、情報提供されたデータを使用しています。
（平成30～令和2年の3ヵ年平均）

民間従業員データの基礎となる労働者は、①期間を定めずに雇われている労働者、②１ヶ月を超える期間を定めて雇われている労働者、③
日々又は１ヶ月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、４月及び５月に、それぞれ１８日以上雇用された労働者のいずれかに該当す
る労働者（短時間労働者を除く。）をいいますが、本市データの基礎となる職員は民間労働者の①に該当する職員のみであり、②又は③に該
当する職員（パート、アルバイト職員）はデータの基礎から除かれている点で（Ｃ）と（Ｄ）とはデータの基礎が異なります。

399,806

210,800

高　校　卒

－

平 均 年 齢

熊　本　県

154,900

-

－－

412,111

406,669

「職務区分」と「対応する民間の類似職種」は、年齢、経験年数、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありませ
ん。

368,006

－

大　学　卒

44.9

363,471

平 均 年 齢

40.8 343,442

大　学　卒

-

149,100

165,400

141,200

-

高　校　卒

182,200188,700

431,079

2.6

－

－

－

その他

区　　分

類似団体

4,236,800

3,186,100

6,613,852

7,496,584

熊本市

6,419,624

平均給与月額

平均給料月額 平均給与月額

2.0

平 均 年 齢

443,239

-

383,749

47.8

50.1

－

区　　　　　分

平均給料月額

44.2

熊本市

類似団体

類似団体

技能労務職

教　育　職

高　校　卒

消　防　職

中　学　卒

平均給与月額

390,400 502,069

－

190,500

157,400

－
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 (9) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和３年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

（注）経験年数とは、学校卒業後すぐに採用された場合は、採用後の年数をいいます。

 (10) 一般行政職の級別職員数及び給料表（令和３年４月１日現在）

（注）１　熊本市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

（注）平成28年4月１日より、給料表の級構成を変更し、9級制から8級制へ移行しました。
　（旧7級を6級に統合し、旧8級を新7級に、旧9級を新8級へ移行）

25.0

　　　　　　　　円

７　　級

846

397,500

317,700

402,600

145,700

387,100

　　　　　　　　円

　　　　　　　　円

区　　分

　　　　　　　　円

7.2

％　

２　　級

227,100 354,600

％　

　　　　　　　　円

285,500

％　

局長の職務
0.8 449,300

　　　　　　　　円

％　

部長の職務

　　　　　　　　円

％　

主任主事及び主任技師の職務

　　　　　　　　人

主査の職務
　　　　　　　　円

261,700

主幹の職務

　　　　　　　　人

％　

249,900

３　　級

５　　級

４　　級

11.5

771

296

教　育　職 398,353

195,000

-

350,725

相当の知識、技術又は経験を必要とする
業務を行う主事及び技師の職務

一般行政職

　　　　　　　　人

-

359,409266,489

-

-

395,844386,109

374,112

361,215

中　学　卒

-

221,754

高　校　卒

大　学　卒

経験年数２５年

235,659高　校　卒

-

408,293

-

６　　級 課長の職務

１　　級

技能労務職

大　学　卒

高　校　卒

８　　級

区　　　　分

大　学　卒

357,410

--

消　防　職

定型的な業務を行う主事及び技師の職務

493

355

9.6

　　　　　　　　人

27.5

324,840

経験年数１０年

375,330

職員数
最高号給の
給料月額

　　　　　　　　円

　　　　　　　　円

１号給の
給料月額

　　　　　　　　人

　　　　　　　　円

構成比

％　

％　

298,375

297,900

345,173

409,200

　　　　　　　　円　　　　　　　　円

　　　　　　　　円

　　　　　　　　円

16.0

388,225

308,800

　　　　　　　　円

520,900

427,600

462,300

25

　　　　　　　　人

282,555

経験年数２０年

313,790

329,714

73

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

375,083

標準的な職務内容

高　校　卒

221

2.4

経験年数３０年

１級 9.6% １級 9.5% １級 7.7%

２級

11.5%

２級

11.7%
２級

11.7%

３級

25.0%

３級

25.4%
３級

28.3%

４級

27.5%

４級

27.1%
４級

23.6%

５級

16.0%

５級

16.2%
５級

18.6%

６級 7.2% ６級 7.1% ６級 6.8%
７級 2.4% ７級 2.2% ７級 2.5%

８級 0.8% ８級 0.8% ８級 0.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和3年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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 (11)国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和３年４月１日現在）
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 (12) 昇給への人事評価の反映状況

　

 (13) 期末手当・勤勉手当

千円

（R3年度支給割合） （R3年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（熊本市）

　

国

支給実績が
ある成績率

・役職加算　　　５～２０％
・管理職加算　１０～２５％

1.90

1.45

―

昇給実績が
ある区分

　　　上位、標準、下位の成績率 ○

1.90

熊　　　　　本　　　　　市

1.35

・役職加算　　　５～２０％
・管理職加算　 ５～２５％

0.9

　　　標準の成績率のみ（一律）

1,559

　　　標準、下位の成績率

○ ○

（　　0.9　　）月分

　　　上位、標準の成績率

　ロ． 人事評価を活用していない

令和3年4月2日から令和4年4月1日
までにおける運用

管理職員

〇 〇

一般職員

　イ．　人事評価を活用している

　　活用している昇給区分
昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能
な区分

　　　標準、下位の区分

　　　上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○

　　　上位、標準の区分 ○

　　　標準の区分のみ（一律）

　　活用予定時期

　ロ． 人事評価を活用していない

　　活用予定時期

令和3年度中における運用 管理職員 一般職員

○

　　活用している成績率
支給可能な
成績率

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

〇

○

１人当たり平均支給額（R3年度）

　イ．　人事評価を活用している

2.40 2.40
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 (14) 退職手当（令和３年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（割増率２～４５％） （割増率２～４５％）

（退職時特別昇給） 無

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和2年度に退職した職員に支給された平均額です。

 (15) 地域手当（令和３年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％

24.59

地域手当補正後ラスパイレス指数
（ラスパイレス指数）

国

相模原市 12

33.27

39.76

47.71

1

14

33.27

47.71

東京都特別区 20

21,306

支給対象地域

2,491

支給対象職員数

828,260支給職員１人当たり平均支給年額（R3年度決算）

支給率

24.59

20.0

12

医師（歯科医師含む）

47.71

16.016

国の制度（支給率）

28.04

支給実績（R3年度決算） 35,615

28.04

39.76

28

熊　　　　　　　　　　　本　　　　　　　　　　　市

47.71

19.67

47.71

19.67

（注）　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較す
るため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。
（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算
出。）

100.0
（100.0）

47.71
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 (16) 特殊勤務手当（令和３年４月１日現在）

千円

　円

　％

0円

日額　290円

特別作業手当

人事委員会の指定する有害
農薬による病害虫防除作業
に直接従事したとき。

　　同上

　　同上

日額　500円

日額　290円

１回につき　660円

0円

348,930

109,451

33.2

18種（43手当）

手当の名称
左記職員に対する

支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（R3年度）

日額　200円職員

手当の種類（手当数）

日額　250円

支給実績（R3年度決算）

　　同上

　　同上

防疫等作業手当

放射線技師、看護師
放射線を人体に照射する作
業に直接従事したとき。

職員

感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する
法律（平成10年法律第114
号）第6条第2項若しくは第
3項に定める感染症又は人
事委員会がこれらに相当す
ると認める感染症の患者を
入院させる作業に直接従事
したとき。

精神保健指定医である職員
が精神保健及び精神障害者
福祉に関する法律（昭和25
年法律第123号）に基づき
診察したとき、又は精神保
健福祉室に勤務する職員が
同法に基づき精神保健指定
医の診察への立会い業務若
しくは移送業務に直接従事
したとき。

放射線取扱手当

主な支給対象業務主な支給対象職員

1,900円

動植物園に勤務する職員

精神保健指定医である職員
又は精神保健福祉室に勤務
する職員

職員

支給職員1人当たり平均支給年額（R3年度）

日額　230円

支給実績
（R3年度決算）

0円

0円

30,595円

2,950,750円
飼育作業に直接従事したと
き。

行旅死亡人の収容作業、身
元確認作業若しくは火葬等
の立会作業又は行旅病人の
収容作業、身元確認作業等
に直接従事したとき。

職員

家畜伝染病のまん延を防止
するために行う作業（前号
の作業を除く。）で人事委
員会が定めるものに従事し
たとき。

　　同上

職員

家畜伝染病予防法（昭和26
年法律第166号）第2条第1
項に定める家畜伝染病（口
蹄(てい)疫、高病原性鳥イ
ンフルエンザ、低病原性鳥
インフルエンザその他人事
委員会の定める家畜伝染病
に限る。次号において単に
「家畜伝染病」という。）
のまん延を防止するために
行う家畜のと殺、家畜の死
体の焼却若しくは埋却又は
畜舎等の消毒の作業に従事
したとき。

0円

日額　380円（著しく危険
であると人事委員会が認
める作業に従事した場合
にあっては、当該額にそ
の100分の100に相当する

額を加算した額）
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福祉関係法規に基づく調査
指導に直接従事したとき。

　　同上
保育業務に直接従事したと
き。

福祉業務手当

　　同上 日額　400円

土木センターに勤務する職
員

下水道、用水路又は道路側
溝のしゅんせつ作業に直接
従事したとき。

特殊清掃作業手当

　　同上

清掃等作業手当

　　同上

　　同上

野犬捕獲に直接従事したと
き。

　　同上

　　同上

動物愛護センター業務手当

　　同上 職員

　　同上

　　同上

熊本城総合事務所又は土木
センター

クリーンセンターに勤務す
る職員

東部環境工場又は扇田環境
センターに勤務する職員

日額　230円

日額　200円

2,150,100円

145,000円

20,700円
区役所保健子ども課又はこ
ころの健康センター若しく
は保健所に勤務する職員

職員
日額　500円

（夜間　750円）

豪雨等異常な自然現象によ
り重大な災害が発生し、又
は発生するおそれがある状
況下において屋外での災害
応急作業、巡回監視又は災
害状況調査等に直接従事し
たとき。

土地の取得等に係る交渉の
業務に直接従事したとき。

交通を遮断することなく行
う道路の維持補修作業に直
接従事したとき。

職員

日額　800円

日額　600円

日額　300円

0円

684,800円

地上又は水面上10メートル
以上の足場の不安定な箇所
で工事等の検査、調査、指
導若しくは監督等の業務又
は構造物等の点検若しくは
補修作業に直接従事したと
き。

日額　400円

400円

215,625円

処分犬の処分作業に直接従
事したとき。

日額　150円

日額　800円

24,811,200円

日額　500円

日額　250円

6,938,250円

78,375円

日額　280円

605,700円

4,968,600円

91,000円

日額　780円

5,878,125円

清掃作業又は汚泥若しくは
汚水の運搬作業に直接従事
したとき。

東部環境工場に勤務する職
員

土木センターに勤務する職
員

公園、熊本城又は道路にお
けるごみの収集運搬作業に
直接従事したとき。

在宅の結核患者又は精神疾
患を有する者等の訪問指導
に直接従事したとき。

ごみ焼却炉、ごみピット若
しくは汚水槽の内部点検清
掃作業若しくはクレーン上
の点検作業に直接従事した
とき、又は投入槽、消化槽
若しくは市が管理する浄化
槽の内部点検清掃作業に直
接従事したとき。

動物愛護センターに勤務す
る職員

動物愛護センターに勤務す
る職員

ごみの収集運搬作業に直接
従事したとき。

区役所保護課に勤務する職
員

保育園に勤務する職員又は
保育幼稚園課に勤務する職
員
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　　同上

国際緊急援助隊の派遣に関
する法律(昭和62年法律第
93号)第2条に規定する国際
緊急援助活動に直接従事し
たとき。

0円

　　同上 消防職員

日額　4,000円

救急救命士が救急救命に関
する業務に直接従事したと
き。

納税課、税制課、市民税課
（各税務室を含む。）及び
固定資産税課に勤務する職
員が、市税の賦課、調査、
徴収又は差押の事務等に直
接従事したとき。

国保年金課に勤務する職員
が、保険料の徴収事務に直
接従事したとき。

　　同上

１回につき　410円
（深夜においては510円）

　　同上

救助工作車、はしご車、又
は救助資機材により救助作
業又は訓練作業に直接従事
したとき。

消防手当

201,280円

31,513,810円

18,642,290円　　同上

児童相談所又は障がい者福
祉相談所に勤務する職員

こころの健康センターに勤
務する職員

福祉関係法規に基づく心理
判定又は相談に直接従事し
たとき。

　　同上 日額　650円

１回につき　330円
（深夜においては410円）

日額　2,600円

1当務につき 330円

1当務につき800円
（日勤者にあっては勤務1

日につき400円）

市税等事務従事手当

　　同上

　　同上

消防職員

0円

11,766,000円

特殊危険物質（サリン（メ
チルホスホノフルオリド酸
イソプロピルをいう。）及
びサリン以上の又はサリン
に準ずる強い毒性を有する
物質をいう。）又はその疑
いのある物質の処理作業に
直接従事したとき。

24,652,980円

日額800円

39,000円

日額　370円

福祉関係法規に基づく相
談、調査指導、判定又は保
護に直接従事したとき。

6,995,100円

納税課又は国保年金課に
勤務する職員
　日額　290円

その他の職員
 　日額　230円

11,344,005円

徴税職員
国保年金課に勤務し、国民
健康保険料、介護保険料又
は後期高齢者医療保険料の
滞納処分に従事する職員
市営住宅課、城南地域整備
室及び植木地域整備室に勤
務し、市営住宅使用料の滞
納処分に従事する職員
保育幼稚園課に勤務し、保
育料の滞納処分に従事する
職員

火災現場、災害現場若しく
は救急現場に出動したと
き。

消防職員（機関員を除く）

消防職員

機関員
火災現場、災害現場又は救
急現場に出動したとき。

納税課、税制課、市民税課
（各税務室を含む。）、固
定資産税課、国保年金課に
勤務する職員

消防職員

滞納処分等のため外勤した
とき。
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職員

著しく異常かつ激甚な非常
災害であって、当該非常災
害に係る災害対策基本法
(昭和36年法律第223号)第
28条の2第1項に規定する緊
急災害対策本部が設置され
たもの(東日本大震災を除
く。)に対処するため死体
の取扱いに関する作業で人
事委員会が定めるもの に
従事したとき。

113,836,300円

当該担当に係る業務に従事
したとき。

日額　200円

当該学級における授業又は
指導に従事したとき。

市立高等学校、市立特別支
援学校及び市立総合ビジネ
ス専門学校の職員で教育職
員給料表(1)の適用を受ける
もの

入学者の選抜に係る学力検
査の問題の作成若しくは採
点又は調査書その他必要な
書類による判定資料の作成
を行ったとき。

教育職員給料表(1)又は教育
職員給料表(2)の1級、2級又
は特2級の職員

3の学年の児童又は生徒で
編制されている学級にお
ける授業又は指導に従事
日額　350円
2の学年の児童又は生徒で
編制されている学級にお
ける授業又は指導に従事
日額　290円

特定の業務に従事した場合
において、その業務が心身
に著しい負担を与えると人
事委員会が認める程度に及
ぶとき。

日額　4,200円以内-

日額　8,000円以内

1時間につき300円

特例特別作業手当

多学年学級担当手当

医療等業務従事手当

教育業務連絡指導手当

死体処理手当

教員特殊業務手当

入学者選抜業務手当 636,300円

職員

特定大規模災害に対処する
ため屋外での災害応急作
業、巡回監視又は災害状況
調査等に引き続き５日を下
らない範囲内において人事
委員会が定める期間以上直
接従事したとき。

327,120円

13,423,100円

0円

作業に従事した日1日につ
き1,000円を超えない額
(夜間おいては、1,500円

を超えない額)

33,123,000円

医療職員給料表の適用を受
ける職員のうち、医療等業
務に従事したもの。
動物愛護センター又は動植
物園に勤務する獣医師のう
ち、医療等業務に従事した
もの。

市立幼稚園、市立小学校、
市立中学校、市立高等学校
又は市立特別支援学校の主
幹教諭、教諭又は養護教諭
のうち、教育委員会規則で
定める教務主任その他の主
任等でその職務が困難であ
るとして人事委員会の定め
るものの職務を担当する主
幹教諭、教諭又は養護教諭

2以上の学年の児童又は生徒
で編制されている学級を担
当する主幹教諭、教諭、助
教諭又は講師であって、人
事委員会が定めるもの

0円

作業に従事した日1日につ
き1,000円（人事委員会が
定める場合にあっては、
2,000円）を超えない範囲
内において人事委員会が

定める額
（心身に著しい負担を与
えると人事委員会が認め
る作業 に従事した場合
は、4,000円を超えない

額）
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作業に従事した日１日に
つき20,000円を超えない

額

0円

災害応急作業手当 職員

原子力災害対策特別措置法
（平成１１年法律第１５６
号）第１５条第２項の規定
による原子力緊急事態宣言
があった場合において、同
法第１７条第９項に規定す
る緊急事態応急対策実施区
域に所在する原子力事業所
のうち人事委員会が定める
ものの敷地内において行う
作業のうち原子炉建屋（人
事委員会が定めるものに限
る。）内において行うもの
に従事したとき。

　　同上 職員 0円

　　同上

前号に規定する場合におい
て、特定原子力事業所の敷
地内において行う作業のう
ち前号に掲げるもの以外の
ものに従事したとき。

職員

第1号に規定する場合にお
いて、特定原子力事業所に
係る原子力災害対策特別措
置法第２０条第２項の規定
に基づく原子力災害対策本
部長の地方公共団体の長に
対する指示に基づき設定さ
れた区域等を考慮して人事
委員会が定める区域におい
て行う作業（前２号に掲げ
るものを除く。）に従事し
たとき。

0円

作業に従事した日１日に
つき10,000円を超えない
額（心身に著しい負担を
与えると人事委員会が認
める作業に従事した場合
にあっては、20,000円を

超えない額）

作業に従事した日1日につ
き40,000円を超えない額

新型コロナウイルス感染症
に係る防疫等作業手当

職員

新型コロナウイルス感染症
（病原体がベータコロナウ
イルス属のコロナウイルス
（令和2年1月に、中華人民
共和国から世界保健機関に
対して、人に伝染する能力
を有することが新たに報告
されたものに限る。）であ
るものに限る。）の患者又
は当該感染症にかかってい
る疑いがある者がいる又は
いた室内、車内、施設その
他の人事委員会が定める場
所において、当該感染症か
ら市民の生命及び健康を保
護するために緊急に行われ
た措置に係る作業であって
人事委員会が定めるものに
従事したとき。

32,859,000円 日額　3,000円
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 (17) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（18) その他の手当（令和３年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、
教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

873,826

（R3年度決算）

428,934

780,908

3,046,444

俸給及び扶養
手当の月額の
合計額の
25/100以内を
支給（国の制
度）

10,850

千円583,013

651,344 千円

41,127同

同

通勤手当

異なる内容

251,441

平均支給年額

310,832

支給職員１人当たり

1,985,261

住居手当

手　当　名

異

との異同

○借家の場合
　家賃の額に応じて27,000
円を限度に支給

（R3年度決算）

－

給料表の別及び職員の職に
応じて51,700円～113,600
円を支給

家賃の額に応
じて28,000円
を限度に支給

自動車などを
利用する場合
の、使用距離
区分

異

支 給 実 績 （ R2 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ R3 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ R3 年 度 決 算 ）

2,199,462

422

376

国の制度と

異

内容及び支給単価

支給実績

単身赴任手当

休日勤務手当

初任給調整手当

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ R2 年 度 決 算 ）

国の制度

○配偶者
〇父母等

6,500円
※行政職俸給表（一）
９級以上職員等の場
合、支給されない。

143

○配偶者　　　6,500円
（7級8級職員　3,500円）
○子　　　　　10,000円
〇父母等　　　6,500円
（7級8級職員　3,500円）
○加算措置
　16歳から22歳までの間にあ
る子
　1人につき5,000円加算

○休日等に勤務した場合
　　勤務1時間当たりの給与額
に100分の125から100分の150ま
での範囲内で支給

管理職手当

扶養手当

特地勤務手当

○芳野分室及び金峰山少年
自然の家に勤務する職員
　給料月額の100分の1を支
給

○一般の宿日直　6,700円
○医師の宿日直　21,000円

同

-

宿日直手当

81,671異

○電車・バスなどを利用す
る場合
　運賃に応じて55,000円を
限度に支給
○自動車などを利用する場
合
　使用距離に応じて3,300
円～23,000円を支給

千円

－

異

勤務公署を異にする異動に
伴い住居を移転し、やむを
得ない事情により同居して
いた配偶者と別居し、単身
で生活することを常況とす
る職員

欠員の補充が困難である職
で、新たに採用された医療
職員は、採用の日から35年
以内の期間、月額308,600
円以内を支給

千円

千円

千円

2,740一般　4,400円

47,602

670,360

402,769

役職により俸
給月額の
25/100以内を
支給（国の制
度）

945,208

276,333

千円

千円

千円

異
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円

円

円

（19）特別職の報酬等の状況（令和３年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

1,190,000円×在職月数×0.51 万円 　任期ごと

946,000円×在職月数×0.24 万円 　任期ごと

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
         勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

義務教育等教員特別手
当

236,544

○教育職員給料表(1)又は
教育職員給料表(2)の適用
を受ける職員　月額8,000
円以内を支給

管理職員特別勤務手当 職務により10,000円以下

同

953,000

1,179,000

区 分

44,739

異

　　（R3年度支給割合）

給 料 月 額 等

-

議 員

-

副 市 長

1,190,000

同

副 議 長

市 長

746,000

市 長

期
末
手
当 3.25

-報

酬

-

議 員

15,903

退
職
手
当

市 長

議 長

副 市 長

備　　　　考

副 議 長

（参考）類似団体における最高／最低額

1,599,000

1,285,000

65,162

副 市 長

676,000

820,000議 長

○職務により
12,000円以下

千円

500,000

703,000

779,000

1,061,000

648,000

　　（R3年度支給割合）

841,500

68,300

188,941

千円－

－ 千円

午後10時から翌日の午前5
時までの間に勤務する場
合、勤務1時間当たりの給
与額の100分の25を支給

給

料

夜間勤務手当

2,913

3.25

1,090

-

947,000
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況（Ｒ３.４.１現在） 

 

(1) 勤務時間等の状況(通常勤務職場) 

勤務時間 休憩時間 週休日 

８:３０～１７:１５ １２:００～１３:００ 土曜日・日曜日 

(2) 休暇の設置状況 

事由 期間 

年次有給休暇 ２０日以内 

病気休暇 ９０日以内 

特別休暇 

(主なもの) 

結婚休暇 ５日以内 

妊娠中の通勤緩和 １日に１時間を超えない範囲内で必要と認める時間 

妊娠障害休暇 １４日以内 

産前休暇・産後休暇 出産予定日以前８週間目(多胎妊娠の場合は１４週

間目)に当たる日から出産の日まで 

出産の日の翌日から８週間 

育児時間 子が３歳になるまで、１日に２回以内・各４５分 

配偶者分娩休暇 ３日以内 

男性の育児休暇 配偶者が出産予定８週前から出産後８週の間、当該

出産に係る子または小学校就学の始期に達する子を

養育する場合、５日以内 

子の看護休暇 子が中学校に就学するまで、一年度中５日以内（対

象となる子が複数いる場合は１０日以内） 

忌引休暇 続柄に応じて１日から７日 

夏期休暇 ５日以内 

永年勤続表彰休暇 ３０年－４日以内 

２０年－２日以内 

 

 

５ 職員の休業に関する状況（Ｒ３年度実績） 

 

休業等の取得状況   

  取得者数 

休業等区分 男性 女性 計 

育児休業 39 409 448 

育児部分休業 2 52 54 

育児短時間勤務 0 21 21 

自己啓発等休業 0 0 0 

配偶者同行休業 0 2 2 
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６ 職員の分限及び懲戒処分の状況（Ｒ３年度実績） 

 

(1) 懲戒処分の状況    

  戒告 減給 停職 免職 計 

人 数 
７  ２ ４  ３  １６ 

※懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対して、その責任を追及して行う不利

益処分です。 

      

(2) 分限処分の状況（Ｒ３年度実績）    

  降任 免職 休職 降給 計 

人 数 

０  １  

 

 

１１８  ０  

 

 

１１９ 

※分限処分とは一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変

動をもたらす処分です。 

 

 

７ 職員の服務の状況 

 職員の服務規律の遵守を徹底するために次の取り組みを実施しています。 

・厳正な服務規律の遵守に関する依命通達 

 ・公務員倫理研修 

 ・営利企業等の従事許可 

 

 

８ 職員の退職管理の状況 

職員の退職管理の適正を確保するために次の措置を講じています。 

・再就職者による依頼等の規制 

・再就職情報の届出及び公表 

・再就職あっせんの制限 
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９　職員の研修の状況

延べ人員
令和3年度

718人
政策形成実践研修 人
職員セミナー 人
公務員倫理研修 718人

1,170人
新規採用職員研修 385人
採用4年目職員研修 144人
採用5年目職員研修 人
採用8年目職員研修 109人
採用11年目職員研修 人
業務職員研修 人
職種変更職員研修 2人
新任作業長・主任研修 26人
主査級昇任者研修 150人
ライン主査研修 人
主幹級昇任者研修 110人
課長級試験合格者研修 人
課長級昇任者研修 45人
課長ブラッシュアップ研修 人
1次評価者人事評価研修(人事課主催) 137人
2次評価者人事評価研修(人事課主催） 62人

  ３  実務研修 人
ジャンプアップ研修 人

プレゼンテーションスキルアップ 人
行政法研修 人
民法研修 人

  ４  内部講師養成研修 16人
接遇リーダー養成講座 人
接遇リーダーブラッシュアップ研修 16人

  ５  派遣研修 83人
事例調査派遣研修（国内） 人
自治大学校 2人
早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会 3人

幹部育成派遣研修（管理職部会） 3人

肥後銀行『幹部養成教養教育』 1人
国際文化アカデミー 人
市町村アカデミー 人
熊本県市町村職員研修協議会 75人

  ６  職場研修 21,178人
職場指導員研修 133人

障がいのある職員対応研修 62人

接遇マナー＆対応力向上研修 人

職場集合研修 人

すまいる向上キャンペーン 10,470人
職員倫理意識向上の職場研修 10,470人
職場派遣研修 4人

39人
やさしい日本語研修 39人

  ７  自主研修 42人
42人

自主学習グループ活動支援 11人
資格取得支援 4人
大学公開講座受講支援 6人
eラーニング（自治大学校） 21人

23,207人

研修区分

  １ 特別研修

  ２  基本研修

他課主催全庁研修

資格取得・自己啓発支援

合計（延べ人数）  
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10 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

令和 3 年度（2021 年度）職員厚生会事業（実績） 

団体の名称 熊本市職員厚生会 

会員数 １０，４３２名 

公費負担額 ６２，５５１，１６３円 

会員負担･その他収入額 ２１３，９０２，４８７円 

事業主：職員の負担割合 １.５／１,０００：４.０／１,０００ 

 

（事業の概要） 

事業名 主な概要 

給付事業 結婚、出産祝金等（１０種類） 

貸付事業 厚生貸付金、災害貸付金 

厚生事業 人間ドック補助、ｳｫｰｷﾝｸﾞｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 等 

カフェプラン事業 資格取得利用、書籍購入利用 等 

収益事業 

グループ保険・全国市長会任意共済保険・全国都

市職員災害共済会事務、各生命保険･損害保険の

団体取扱事務、公務員賠償責任保険事務 
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1

①　人事行政に関する調査、研究等

②　給与等に関する議会及び長への報告及び勧告

③　競争試験又は選考の実施

④　労働基準監督機関としての職権行使

⑤　職員の苦情の処理

人事委員会規則等の制定改廃

①　勤務条件に関する措置要求の審査

②　不利益処分についての審査請求の審査

２

　

①　給与の改定について

②　人事管理について

人事委員会の業務の状況  　　

　人事委員会は、地方公務員法第７条に基づき設置される人事行政に関する、専門的・中立的な第三者機関で
す。その権限および主な業務は、次のとおりです。

権限

(1)　主な行政的権限

(2)　準立法的権限

(3)　準司法的権限

業務の状況

(1)　令和3年（2021年）職員の給与等に関する報告及び勧告の状況

　人事委員会は、令和3年（2021年）10月7日に、市議会及び市長に対して給与等に関する報告及び勧告を行
いました。その概要は、次のとおりです。

　〈報告の内容〉

〇　月例給について、職員給与が民間給与を34円（0.01%）上回っているものの、その較差が極めて小さく、概
ね均衡していることから、給料表及び諸手当の改定を行わないことが適当
○　特別給（期末手当及び勤勉手当）について、職員の年間支給月数が市内民間事業所の特別給の年間支
給割合を0.14月分上回った。国の特別給の改定状況等を考慮して、本年12月期の期末手当の支給月数を
0.15月分引き下げることが必要

○　職員の任用について
　・人材の確保と育成について
　人材の確保については、市職員として働くことの魅力を伝える採用プロモーション動画やSNSの活用、オンラ
イン合同就職説明会等への参加など採用広報のデジタル化を進め発信していく。人材の育成については、
熊本市職員成長・育成方針に基づき、市民が求める質の高いサービスを提供できる人材の成長を促進してい
くことが必要
　・昇任について
　昇任試験を通して職位に必要な知識や技術等を身に付け、社会情勢の変化にも対応できる職員を育成す
るため、試験内容の見直し等を実施。今後も、より透明性・公平性・納得性を高め、職員の成長と育成につな
がる制度や内容になるよう調査・研究を進めていく。
　・女性職員の活躍推進について
　女性職員に対するキャリア形成の支援、本人の意思に基づいた前向きな選択が可能となるよう、働き方に対
する職員の意識改革を促進するとともに、仕事と生活の両立を行いながら成長、活躍できる環境を整備するこ
とが必要
　・定年の引上げについて
　国家公務員法等の一部改正に伴い、定年の段階的な引上げが決定。同時に、地方公務員法の一部も改正
され、地方公務員の定年の引上げが決定した。今後、定年引上げが円滑に実施されるよう、必要な措置を講
じていくことが必要
　・障がい者雇用に関する取組について
　熊本市障がい者活躍推進計画に基づき、障がいのある職員が安心して業務に従事し、その能力を最大限
発揮できるよう、相談支援体制を整備するとともに、職員が互いに協力し誰もが働きやすい職場づくりを積極
的に推進することが必要
　・就職氷河期世代の雇用に関する取組について
　就職氷河期世代の支援として、昨年度から採用選考試験を実施。多様な経験を持つ人材を確保するととも
に、これまでの知識や経験を活かしながら公務に円滑に取り組めるよう引き続き環境を整備することが必要
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③　コンプライアンスの推進及び公務員倫理の確保について

①　期末手当及び勤勉手当

②　改定の実施時期

○　勤務環境の整備について
　・時間外勤務の縮減について
　職員の時間外勤務について労働基準法の趣旨を踏まえ、労働時間の適正な管理が必要。本委員会におい
ても、引き続き実態把握に努め、時間外勤務縮減につながるよう助言等を行っていく。
　・ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進について
　男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得が促進されてきており、引き続き取り組むとともに、男性職員による
育児の促進や女性職員の活躍促進を更に進めるための国の法改正の動向や休暇等の取扱いを踏まえ、検
討していくことが必要
　・メンタルヘルス（心の健康）対策について
　「第三期 熊本市職員の心の健康づくり計画」に基づき、ストレスチェック等のセルフケアや、管理監督職によ
る声かけ等による組織的なケアなどに継続的に取り組むことが必要
　・ハラスメント防止対策について
　パワーハラスメントに関する相談が増加傾向。職員への意識啓発、相談体制の充実を図り、働きやすい職場
環境の整備を図るよう要請
・会計年度任用職員の適切な処遇の確保について
　会計年度任用職員制度について、引き続き適正な任用及び勤務条件等の確保に努めていくことが必要

　職員一人ひとりが全体の奉仕者として職務に精励し、勤務時間外においても法令遵守意識と高い倫理観を
持って行動するよう、コンプライアンスを一層推進し、市民から信頼される市政を実現することを求める。

　〈勧告の内容〉

　報告の内容及び国の特別給の改定状況等を考慮して改定すること。

　この改定について、令和3年（2021年）12月期の支給に関する改定は令和3年（2021年）12月1日から、令和4
年（2022年）6月期以降の支給に関する改定は令和4年（2022年）4月1日から実施すること。
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(2)　採用の状況

105 94 52 6.3

Ｂ

　①採用試験

最終 倍率

受験者数 試験 試験 合格者数試験区分 職種 申込者数

第一次 第一次 第二次

Ａ 合格者数 受験者数 Ａ／Ｂ

人 人 人 人 人 倍

4.2

心 理 相 談 員 17 10 6 6 3 3.3

社 会 福 祉 職 31 25 11 11 6

事 務 職 537 325

2 3.0

10 2.4

機 械 10 6 4 4 2 3.0

4.0

土 木 44 24 18 17

電 気 13 7 6

3.0

免許資格職
（上級職）

保 健 師 46 32 25 25 12 2.7

上級職

農 業 12 6 4 3 2

4 3 2.3

化 学 21 6 5 3

25 6.5

学 校 事 務 職 38 29 12 10 6 4.8

事 務 職 217 163 50 43

3.0

機 械 14 11 7 6 2 5.5

15 11 10 1.8

建 築 3 3 3 2 1

土 木 21 18

203 166 22 20 11 15.1

1.5

消防職

上 級 消 防 職 116 86 24 20 12 7.2

初 級 消 防 職

電 気 5 3 2 2 2

8.3

初級職

Ａ／Ｂ

合　計 1,406 958 336 297 167 5.7

初 級 消 防 職
( 救 急 救 命 士 )

35 25 9 9 3

上級職
人 人 人 人 人 倍

3.5

7.0

免許資格職
（上級職）

獣 医 師 2 0 - - - -

薬 剤 師

文 化 財 専 門 職 19 14 7 7 2

18.0

18 1.7

診療放射線技師 27 23 5 5 1 23.0

看 護 師 40 31 31 26

保 育 士 50 44

臨 床 検 査 技 師 54 37 14 14 4

36 23 12 11 5

免許資格職
（中級職）

32

3 3 3 3 0

理 学 療 法 士 21 18 5 5 1

社会人経験者等
対象

事 務 職 A 226 201 15 11 4 50.3

事 務 職 B
(10 月 採 用 )

-

5.0

技
術
職

土 木 A 18 16 13 6 3 5.3

土 木 B
(10 月 採 用 )

事 務 職 ( 法 務 ) 7 5 5 5 1

5.5

電 気 16 14 7 6 2 7.0

機 械 13 11 7 3 2

3.0

看 護 師
(10 月 採 用 )

71 59 56 54 33 1.8

獣 医 師
(10 月 採 用 )

4 3 2 2 1

-

障がい者
対象

事 務 職 59 40 30 29 10 4.0

学校事務職

（内数　併願者） ( 41 ) ( 29 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 0 )

42 29 5 4 0

141.0

合　計 1,344 1,114 310 269 121 9.2

就職氷河期世代
対象

事 務 職 330 282 15 9 2

建 築 10 4 3 3 1

1 4.0

事 務 職 ( 情 報 ) 8 8 5 5 1 8.0

技
術
職

造 園 6 4 3 2

265 234 30 27 10 23.4

9.3

4.6給 食 栄 養 士

7 5 2 2 1

技
術
職

造 園

助 産 師 4 4 3 2 2

14 7 6 4 2

第一次 第一次

Ａ 合格者数 受験者数 Ｂ

5.0

29 16 2.8

2.0

学芸員（民俗学） 15 8 2 2 1 8.0

第二次 最終 倍率

受験者数 試験 試験 合格者数

　②採用選考試験

試験区分 職種 申込者数
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※市長には、議会事務局及び各行政委員会を含む。

(3)　昇任の状況

　①課長級・主査級

　②消防吏員昇任試験

  ③採用選考（承認）

市長
病院事業
管理者

交通事業
管理者

計任命権者

　　区分　　　　　　　　　　　　職

1

部長級 2 2

一般職
(医師を除く。)

人 人 人 人

局長級 1

課長級 2 2

主幹級 0

主査級 2 2

主任主事・主任技師 6 6

主事・技師 3 3

医師

副院長

科部長 2 2

課長級 0

3

主幹級 0

0

部長級 1 1

0

嘱託員 0

主査級 0

医員 14 14

1

言語聴覚士 1 1

特別顧問 0

薬剤師 1 1

作業療法士 1

その他の職

課長級 1

医員補

医長 3

臨床検査技師 0

局長級

0

0

部長級 0

0

計 11 23 6 40

試験区分 申込者数

第一次 第一次 第二次

Ａ／Ｂ

任期付職員

主事・技師

1

主幹級 0

主任主事・主任技師

課 長 級
人 人 人 人

最　終 倍率

受験者数 試験 試験 合格者数

人 倍

190 170 69 69 46 3.7

Ａ 合格者数 受験者数 Ｂ

計 526 480 250 249 166

3.0

主査級
（42歳以上）

96 84 68 67 45 1.9

主査級
（34歳～41歳）

240 226 113 113 75

2.9

試験区分 申込者数

第一次 第一次 第二次 最終 倍率

受験者数 試験 試験 合格者数

Ａ 合格者数 受験者数 Ｂ Ａ／Ｂ

倍

48 46 17 17 11 4.2消 防 司 令
人 人 人 人 人

4.6

消 防 士 長 77 77 44 44 29 2.7

消防司令補 97 96 32 31 21

3.6計 222 219 93 92 61
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　③昇任選考（承認）

※　市長には、議会事務局及び各行政委員会を含む。

　①職種変更試験

　②転任（承認）

件数：1件

件数：3件

 　　　　職
人 人 人

市長
教育委
員会

交通事
業管理

者

上下水
道事業
管理者

消防長
病院事
業管理

者
計

任命権者

人 人 人 人

局 長 職 5 1 1 7

部 長 職 26 3 2 8 1 40

2 25

主 幹 職 86 10 6 2 13 9 126

課 長 職 5 1 1 16

4 44

小 計 145 30 9 4 37 17 242

主 査 職 23 16 1

消 防 正 監 3 3

消 防 司 監

7

消 防司 令長 9 9

消 防 監 7

消 防司 令補

消 防 司 令

小 計 - - - - 19 - 19

消 防 士 長

(4)　転任の状況

区分 申込者数

第一次 第一次

Ａ 合格者数

計 145 30 9 4 56

第二次 最終 合格率

受験者数 試験 試験 合格者数

17 261

受験者数 Ｂ Ｂ／Ａ

人 人 人 人 人 ％

-

技 術 職 （ 土 木 ） 0 - - - - -

事 務 職 1 1 0 - -

人数

人

-

計 1 1 0 - - -

消 防 職 0 - - - -

計 13

(5)  勤務条件に関する措置要求の状況

(6)　不利益処分に関する審査請求の状況

学 校 事 務 職 事 務 職 3

運 輸 職 事 務 職 1

文 化 財 専 門 職 学 芸 員 1

教 諭 指 導 主 事 8

転　任　前　の　職　種 転　任　後　の　職　種

 


